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コメント：賃貸住宅政策――賃貸住宅ビジネスの長期運営 

川崎直宏，2022，『これからの住まい――ハウジング・スモールネスの時代へ』岩波書店． 

佐藤和宏（高崎経済大学地域政策学部） 

kazuhirosato@tcue.ac.jp 

 

0.自己紹介 

・東京大学社会学研究室（≠建築、法学）出身、高崎経済大学地域政策学部地域づくり学科 

・日本住宅会議常任理事会 

・博士論文ではくいつぶし型経営の歴史研究／現在は民間賃貸市場の供給・管理構造における

産業化と機能分化を研究 

＊以下、筆者を川崎氏／報告者を佐藤と記述、とくにことわらないかぎり（数字）はページ数、下

線はことわらないかぎり佐藤によるもの 

 

 

1.本書の意義 

①平成期住宅政策の一つの総括 

＊前提：焼け野原としての住宅政策研究 

（a）2019 年から住宅政策論を担当…前任者が川崎氏、住宅政策論の授業は数えるほどしか置

かれていない（？） 

（b）2020 年以降に公的扶助論、社会保障論を担当…授業するのが気楽 

⇔教科書があることの意義：知が標準化されている、公務員試験で出る、専門職がある 

（c）川崎氏でないと書けない側面 

「筆者は、大学卒業後 40 年以上にわたりハウジングコンサルタントとして行政の住宅政策に関わ

ってきましたが…依然として計画や制度設計の担い手は行政官とそれをサポートするコンサルタン

トに委ねられています。」（9） 

→住宅政策、建築技術、法、社会科学的社会認識への広範な知見を前提 

 

「本書にも挙げましたが、平成期の 30 年間は人口減少、超成熟社会に向けての様々な模索と混

乱の時期だったように思います。この時期の様々な取り組みといくらかの挑戦を的確に読み取るこ

とこそ次の世紀の社会像を読み取り政策を展望するカギになるように思います。その幅広い取り

組みであるがゆえに、これらを体系的に整理したものや類書は少なく、やや無謀な挑戦をしたよう

にも思えます。しかし、むしろこれをきっかけに大いに国民的議論が拡がり、体系的に整理されるこ

とを願っています。」（224）、（ⅳ）、（107） 

→本書の書評が（まだ）出てきていない一方で、住宅政策研究の蓄積・発展の（歪みの）証左？ 

渡辺洋三，1960・1962，『土地・建物の法律制度』東京大学出版会． 

原田純孝，1985，「戦後住宅法制の成立過程――その政策論理の批判的検証」東京大学社会
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科学研究所編『福祉国家 6――日本の社会と福祉』東京大学出版会，317-396． 

大本圭野，1985，「第 7 章 福祉国家とわが国住宅政策の展開」東京大学社会科学研究所編

『福祉国家 6――日本の社会と福祉』東京大学出版会，397-452． 

住田昌二，2015，『現代日本ハウジング史 1914～2006』ミネルヴァ書房． 

塩崎賢明・阪東美智子・川崎直宏・稲葉剛・見上崇洋・岡本祥浩・川田菜穂子・鈴木浩，2018，

「住生活基本法体制の到達点と課題――居住弱者の住生活に着目して」『住総研研究論文

集・実践研究報告集』44(0): 25-36． 

 

②ハウジング・スモールネスの提起 

「それでも平成後期頃から時代の空気が変わりつつあり、ようやく 50 年前の「成長の限界」と

「スモール・イズ・ビューティフル」の理念が見直されつつあるようにも見えます。これは 40～50

年間くすぶり続けてきた時代の転換を予感させ、筆者にとっては機が熟してきた状況を見極めた

い思いもあります。」（ⅲ） 

「こうしてみてくると、平成期以降の大きな五つの流れに共通する方向は、ハウジングは地域ごと

にきめ細やかに展開するスモールビジネス化を志向するべきであることが見えてきます。また、こ

れらの流れと同時に実現していくには、「地域密着型」の政策理念が必須であると読み取ることも

できます。」（199） 

「本書は、その後[筆者注：『人口減少時代の住宅政策』]の住宅政策の視点を明示しつつ、今後

の方向性を提示することに重点を置いたものとなっています。……今後の時代が求める社会像を

多くの人が正しく認識し、これを市民、国、行政、事業者が共有しつつ、新しい時代の住まいやまち

づくりに関する制度政策に反映させていく手掛かりにしたいとの思いが一つの動機です。その方

向が脱グローバリズムに依拠する「スモールネス」の概念です。本書は、こうした問題意識に基づ

いて未来への布石を打ちたいという思いに駆られて執筆してきました。」（223） 

 

③「誰もが読むべき一冊」として：特に市場に対する理解 

（a）前提としての学会・「論壇」状況 

「この時期、住宅供給を取り巻く学会や政策実務において、二つの異なる方向性をめぐって精力

的に議論されていました。その一つは、経済学をベースとする「小さな政府」論を基調とする民間

事業活用論や公共投資縮小論で、もう一つは住宅問題をベースとする居住権（憲法第 25 条との

関係）や「居住福祉」論を基調とする公共政策必要論でしたが、これらの議論は徐々に前者の公

共投資縮小論に舵を切っていきました。」（42） 

→1982 年：住宅会議設立、1992 年：都市住宅学会設立、2001 年：居住福祉学会設立 

 

（b）市場化とセーフティネット化 

・1995 年：住宅宅地審議会答申…〈階層別供給体制〉としての戦後体制から〈市場化・セーフテ

ィネット化〉としての住生活基本法体制へ 
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・1998 年：住宅宅地審議会住宅部会基本問題小委員会「今後の賃貸住宅政策の方向について」

…住宅政策におけるセーフティネットの初出（142） 

・2006 年：住生活基本法・住生活基本計画…住生活基本法体制の制度的定着 

・2007 年：住宅セーフティネット法／2017 年改正住宅セーフティネット法…セーフティネットの

制度的定着 

 

（c）市場化とセーフティネット化への認識 

「これらの方向転換は、市場化を推し進める住宅政策や住宅市場にとって不可欠なものであった

ことは確かですが、実態としての市場体制や市場評価システムにおいて必ずしも十分に対応して

いるとは言えず、その不十分さがいくらかの誤謬につながっているように見えます。」（45） 

→市場化とセーフティネット化の二つの方向性が、それ自体誤っているという立場には立たない一

方、むしろその具体化において不十分である、という認識 

「人口減少社会や超高齢社会が現実に認識されてきた現在、この 10 年以上の住宅政策の転換

の遅れは、その後発災した東日本大震災への対応の不十分さに代表されるだけでなく、近年の貧

困問題や空き家対応、郊外住宅地対応、地方再生の遅れなど、今日的課題の根源的要因とも言

えます。」（51） 

→住宅政策転換が要因なのではなく、転換の遅れが要因という把握 

「だからこそ、住宅政策の市場化と住宅セーフティネットは相互補完的関係を持ったものとして捉

える必要があります。」（146） 

↑↓ 

「政府は、市場のなかで住まいを確保できない世帯が存在することから、セーフティネットを用意

せざるをえず、そして同時に、市場領域を拡張するためにセーフティネットの役割を限定する、とい

う矛盾した政策をとる。」（平山 2017: 180） 

 

 

2.賃貸住宅に関わって 

①居住保障研究に関連した理論的課題 

（a）居住者／借り手：居住貧困の実態・居住者運動など 

ex.『居住困窮の創出過程と居住福祉』、『居住の貧困と「賃貸世代」』etc 

（b）貸し手：住宅（借家）市場の供給・管理構造の解明 

…家主の研究（佐藤 2023a）→民間借家市場の機能分化（佐藤 近刊） 

（c）政策の過程・特徴の分析・解明 

ex.住生活基本法体制（塩崎他 2018）、「住まい政策」批判（佐藤 2023b） 

→住宅会議・居住福祉学会では（a）について豊富な蓄積（？）⇔住まい手の実態・ニーズが実

現・改善するためには、（b）の貸し手側の関係と、（c）の政策による介入の視点を併せて検討す

る必要あり／本書により（c）もより精緻化された研究への接続が期待 
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②ハウジング概念における「欠落」？ 

延藤安弘，1974，「ハウジング論序説――住宅供給からハウジングへ」京都大学西山研究室編

『住宅――現代の生活空間論・上』勁草書房． 

延藤安弘・三宅醇・小泉重信・西村一朗・住田昌二，1985，『新建築学大系 14――ハウジン

グ』彰国社． 

（a）本書は、住宅供給から住宅管理へという流れをくむ形で、技術的・中立的にハウジング概念

を使用？ 

（b）ハウジングには、（うまく）住むという意味のみならず、住まわせるという意味も存在しており、

むしろ社会科学者は、住まわせることに関わる権力／統治に着目？ 

 

③「健全な」賃貸住宅市場のイメージ 

後藤俊明，1999，『ドイツ住宅問題の政治社会史――ヴァイマル社会国家と中間層』未來社． 

Lowe S.，2011，The housing debate, Bristol: The Policy Press(祐成保志訳，

2017，『イギリスはいかにして持ち家社会となったか――住宅政策の社会学』ミネルヴァ書

房．)． 

Timothy Blackwell & Sebastian Kohl ， 2019 ， Historicizing housing 

typologies:beyond welfare state regimes and varieties of residential 

capitalism, Housing Studies, 34（2）: 298-318． 

（a）国際比較からみた住宅投資・近現代社会の比較（おおよそ 1970 年代あたりまで） 

 日本 ドイツ イギリス 

主なテニュア・建て方 戸建て 共同住宅 戸建て 

住宅金融 預金型 債権型 預金型 

支配的な賃貸 民間賃貸 社会賃貸 公営住宅 

民間賃貸の担い手 くいつぶし型家主 貴族・地主層 小規模家主 

組織化 されず された 別の投資先 

出典：筆者作成 

（b）法規制（最低居住水準）、担い手（経済的合理的・組織化）、金融（長期・特化）の 3 つがう

まく組み合わないと健全な賃貸住宅経営は困難なのではないか 

（c）財源に関して 

cf.「そのような循環を作るために、これから必要になってくるのが資金調達で、まちづくりに共感

した地域の人が、地域の価値を高めるために小口の金額を投資することなのです。」136 

・日本でいえば財政投融資は（2001 年改革で廃止されてしまったが）一つの重要な財源だった 

⇔フランスでは郵便基金が社会住宅の財源になっている、アメリカではコミュニティ再投資法によ

って低中所得者向けの住宅供給や小規模ビジネス等の様々な地域社会の信用需要に銀行が応

えている 
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3.賃貸住宅政策に関わって 

①政府による賃貸住宅政策の認識 

「この間、賃貸住宅における政策については公共住宅政策を除いて際立った展開は見られず、専

門家の間では、民間賃貸住宅政策は戦後の住宅政策の空白領域とも言われています。」（114） 

・2007 年の住宅セーフティネット法は、民間賃貸も含めてセーフティネットと位置づけたことに意

義があるが、しかし実際には公営住宅など公的賃貸がセーフティネットの中心 

cf.重層的体系のセーフティネット（49）…地域共生社会の重層的支援体制と無関係 

⇔川崎による認識 

「したがって、賃貸住宅市場についても、適正・公正に取引される市場ビジネスとアフォーダブル

（適正な家賃）な住宅として安定した居住状況を実現することが必要です。」（12） 

「広義のセーフティネットとしては、市場活用を機能することを原則とし、アフォーダビリティー（適

正家賃）とフェアハウジング（入居制限や入居拒否の無い住宅供給）方策が主となります。」

（150） 

 

②なぜ広義のセーフティネットとして民間賃貸がうまくいかないのか 

「既往調査に見られるように、事業面から見ると、構造などによる市場家賃の差はさほど見られず、

低コストの構造（木造、軽量鉄骨造）ほど利回りが高く、また、ワンルームなどの狭小住宅ほど利

回りが高いことが分かっています。すなわち事業経営面からみると、家賃のメカニズムによって適

正規模の住宅や耐火構造、高水準・高性能の賃貸住宅は供給されにくい状況があるようです。」

（126） 

「現実の民間賃貸住宅市場は適正なビジネス環境として構築されていない状況で、結果として、

大手賃貸事業者を含めて、不適切な住宅事業やサブリース事業に繋がっている蓋然性が高いよ

うに見えます。賃貸住宅ビジネスは、高度成長期およびバブル期の高金利政策の状況から脱皮で

きないまま、短期資金回収のビジネス理念が持続しており、依然として利回り主義が強く、長期に

資金を回収するストック型社会に適したビジネスに投資する状況はほとんどみられていません。」

（128） 

＊近年の動向 

「2020 年にはこうした賃貸借関係を適正化すべく、民法の改正が施行され、連帯保証人や修繕、

原状回復や敷金返金などのルールが明確にされました。このことによって、これまで慣例的に貸主

優位に進められていた賃貸借関係について借家人と貸主との公正・対等な契約関係が担保され

ることになります。同年にはサブリース事業規制に向けて「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関

する法律（サブリース新法）」も成立しています。こうした動向によって、ようやく賃貸住宅市場ビジ

ネスの健全化と合理化が進むことが期待されます。」131 
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③いつか来た道と総括 

・いつか来た道と三度目の正直？ 

1950 年代の合理化の第一の波…先駆的にアパート経営に投資した合理的家主の登場 

1970 年代における賃貸住宅政策の提起…統一的賃貸市場政策の提起と挫折 

1980 年代の合理化の第二の波→1990 年代における法制化…特優賃および賃貸住宅標準契

約書 

2010 年代の合理化の第三の波？…家賃債務保証、管理業法・サブリース業法 

・住居法のない社会における困難とその克服？ 

日本住宅会議編，1988，『住宅憲章――あなたの家は住宅といえますか』岩波書店． 

UN，1991，General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) 

of the Covenant) ． Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

(CESCR)． 

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html 

堀内啓佑，2021，『戦前の日本における住居法の検討過程に関する建築史的研究――制定の

構想とその帰結』神戸大学博士論文． 

→最低居住水準、規模水準および設備水準に応じた居住の質の規定、それに結び付けられる形

での住居費負担の目安、以上 3 つがないかぎり、少なくとも統一的賃貸市場政策は成立しがたい 

←民間賃貸市場における供給・管理構造が、経営合理的主体による機能分化によって、全体とし

て合理化の傾向を持ちつつも、おそらくそれだけでは居住貧困は解決しないのではないか？ 
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